
事 務 連 絡 

令和４年１月２７日 

 

介護保険サービス事業者等 代表者 様 

 

鹿児島市 長寿あんしん課長 

 

 

まん延防止等重点措置の適用を踏まえた対応について（通知） 

 

 かねてから、本市の介護保険・高齢者福祉行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 また、平素より高齢者施設等における感染症対策にご尽力いただいておりますことに御礼申し

上げます。 

 標記の件につきまして令和４年１月２６日付で鹿児島県より通知がありましたのでお知らせい

たします。 

 本市では、新規感染者の爆発的拡大が続いており、医療提供体制や保健所業務がひっ迫してき

ており、非常に厳しい状況となっております。 

 つきましては、「介護現場における感染対策の手引き（第２版）」や「病床ひっ迫時における高

齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について」等、法人内で情報共有を行い、積極的な感

染防止に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 なお、貴法人の介護サービス事業所等への周知についても併せてお願いします。 

 

 

 介護現場における感染対策の手引き（第２版） 

 病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について 

 

○ 介護保険サービス事業所等の従業者や利用者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合

は、当課までご連絡ください。 

○ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い事業所を臨時休業する場合は、「臨時休業の実施状

況報告書」をメールにて報告してください。 
 

【臨時休業の状況報告の様式】 

市ホームページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 新型コロナウイルス感染症への対応 > 介護保

険サービス事業所における臨時休業の状況報告 

 

 

 

【問い合わせ】 

鹿児島市 長寿あんしん課 長寿施設係 

電話：０９９－２１６－１１４７ 

Ｅメール：choujuanshin-shi@city.kagoshima.lg.jp 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000720203.pdf
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/corona/kyuugyou.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/corona/kyuugyou.html
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各関係施設等の長 様
鹿児島県くらし保健福祉部
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鹿児島県土木部
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まん延防止等重点措置の適用を踏まえた対応について（通知）

本県の高齢者福祉行政の推進につきまして，日頃より御理解，御協力をいただき，
深く感謝申し上げます。

既に御案内のとおり，昨日，政府において，本県に対し，まん延防止等重点措置を
適用（１月27日から２月20日まで）することが決定されました。

これを踏まえ，同日，県新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され，県内
全域がまん延防止等重点措置区域とされたところです。なお，県内全域に発令（１月
19日付）した「爆発的感染拡大警報」は継続するとともに，奄美大島を対象に発令（１
月８日付）していた県独自の緊急事態宣言は同警報へ移行（１月25日付）します。

本県の感染状況については，新規感染者が今月23日には400人を超え，昨日は526人
と過去最高を更新するなど，感染者の増加に歯止めがかからない，非常に厳しい状況
にあります。１月以降，飲食店だけでなく，高齢者施設など県内の至るところで合計
15件のクラスターも発生しています。また，入院者に占める高齢者の割合も高まって
います。

オミクロン株については，これまでの変異株に比べて，感染性・伝播性の高さが懸
念されており，いつ，どこで感染するか分からない状況になっています。ワクチンを
２回接種した方が感染するいわゆるブレイクスルー感染も多く見られます。

各関係施設等におかれては，これまでも感染防止対策に取り組んでいただいている
ところですが，今回のまん延防止等重点措置の適用を踏まえ，これまで送付している
通知（令和４年１月19日付け高生第369号・建第10-378号など）を再確認していただ
き，ワクチンを２回接種された方も，油断することなく，引き続き感染防止対策を徹
底していただくようお願いします。

また，オミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期間に関しては，介護の現場で働く
方については，条件を満たした場合，10日を待たずに待機を解除することができます
（別添１）が，10日目までは感染防止対策を徹底するとともに，業務以外の不要不急
の外出や公共交通機関の利用は避けるようにしてください。

オミクロン株は重症化しにくいという見方もありますが，高齢者の場合などは，重
症化リスクには注意が必要との専門家の意見も踏まえ，家庭内であっても，会話時の
マスクの着用など，感染防止対策の徹底をお願いします。

感染力が強いオミクロン株の影響で今後，更に爆発的な感染が拡大する可能性があ
ります。引き続き，強い警戒感を持って，感染防止対策にご協力いただきますようお
願いします。

なお，通所介護，老人短期入所事業所等を併設されている施設等におかれましては，
各事業所への周知についても併せてお願いします。

（問合せ先）
鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課

施設整備係（担当 鶴薗）
電話：099-286-2703



介護保険室事業者指導係（担当 畠中）
電話：099-286-2687

鹿児島県土木部建築課住宅政策室
住宅企画係（担当 倉内）

電話：099-286-3740
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